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こ
の
取
決
め
は
、
日
本
国
政
府
が
ル
ー
マ
ニ
ア
の
旅
券
を
所
持
す
る
ル
ー
マ
ニ
ア
国
民
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年

一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
両
日
を
含
む
。）
一
部
査
証
を
免
除
す
る
こ
と
を
内

容
と
す
る
措
置
を
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。


